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5）病院における院外処方せんを発行している診療科 

 
図表 100 病院における院外処方せんを発行している診療科（複数回答、n=362） 

70.4%

49.4%

51.7%

11.0%

34.5%

23.8%

23.8%

32.9%

37.3%

24.9%

30.4%

26.2%

36.2%

33.1%

13.0%

24.0%

18.5%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

内科

外科

整形外科

形成外科

小児科

産婦人科

呼吸器科

消化器科

循環器科

精神科

眼科

耳鼻咽喉科

泌尿器科

皮膚科

放射線科

その他

無回答

 
 
 
図表 101 病院における、院外処方せんのうち後発医薬品を銘柄指定した処方せんまたは

「後発医薬品への変更不可」欄に署名等をしなかった処方せんの割合 

（平成 21年 7月 1か月間） 

23.5% 5.2% 5.8% 7.7% 26.2%

3.3%

28.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院
（n=362）

10％未満 10％以上～30％未満 30％以上～50％未満 50％以上～70％未満

70％以上～90％未満 90％以上 無回答
 

※無回答が多いのは、院外処方せんを発行していない医療機関が含まれているため。 
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6）外来診療における後発医薬品の処方の変化（１年前と比較して） 

 
図表 102 外来診療における後発医薬品の処方の変化（１年前と比較して）（医師ベース） 

40.7%

51.0%

56.6%

48.0%

0.8%

0.6%

2.0%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所
（n=509）

病院
（n=465）

多くなった 変わらない 少なくなった 無回答
 

 
 

7）院外処方せんのうち、後発医薬品を銘柄指定した処方せんの発行状況 

 
図表 103 診療所における、院外処方せんのうち後発医薬品を銘柄指定した処方せんの割

合 

（医師ベース、平成 21年 7月 1か月間） 

34.0% 20.8% 11.4% 8.4%7.7%

4.5%

13.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所
（n=509）

10％未満 10％以上～30％未満 30％以上～50％未満 50％以上～70％未満

70％以上～90％未満 90％以上 無回答
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8）「後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行経験等（平成 21年 4月以降） 

 
図表 104 「後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行経験の有無 

（医師ベース） 

36.1%

37.2%

61.9%

61.5% 1.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所
（n=509）

病院
（n=465）

ある ない 無回答

184人

173人

 
 

図表 105 院外処方せん枚数全体に占める、「変更不可」欄に署名した 

処方せん枚数の割合（医師ベース） 

29.9%

42.2%

6.0%

14.5%

6.5%

5.2%

8.7%

8.7%

42.9%

24.3%

3.5%

4.9%

1.7%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所
（n=184）

病院
（n=173）

10％未満 10％以上～30％未満 30％以上～50％未満 50％以上～70％未満

70％以上～90％未満 90％以上 無回答
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図表 106 「後発医薬品への変更不可」欄に署名した理由（医師ベース、複数回答） 

 

25.5%

51.6%

15.2%

28.8%

7.6%

14.1%

34.8%

4.3%

37.5%

14.7%

5.4%

37.0%

3.3%

2.7%

15.8%

1.6%

40.5%

37.0%

8.1%

20.8%

5.2%

5.2%

24.3%

5.2%

28.9%

11.6%

4.0%

19.7%

1.7%

1.2%

12.7%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者からの強い要望があったから

後発医薬品の品質が不安だから

後発医薬品メーカーの供給体制が不安だから

後発医薬品の情報提供体制が不安だから

後発医薬品の剤形が患者に適していないから

薬局での後発医薬品の備蓄が不安だから

後発医薬品の効果や副作用の違いを
経験したから

作用が強く治療域のせまい薬剤だから

先発品を長く使用し信頼して
いる

施設として使用する医薬品の
銘柄を指定しているから

薬局で実際に調剤された後発品名を
診療録に記載するのが面倒だから

薬局でどのような薬剤に調剤
されるか心配だから

薬剤料が安くならないから

特に理由はない（処方方針として）

その他

無回答

診療所
（n=184）

病院
（n=173）
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9）一部の医薬品についてのみ後発医薬品への「変更不可」と記載した処方せんの発行経験

（平成 21年 4月以降） 

 
図表 107 一部の医薬品についてのみ後発医薬品への「変更不可」と記載した 

処方せんの発行の有無（医師ベース） 

 

20.2%

20.0%

77.6%

78.7%

2.2%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所
（n=509）

病院
（n=465）

ある ない 無回答

103人

93人

 
 

図表 108 一部の医薬品について後発医薬品への「変更不可」とするケースで 

最も多いもの（医師ベース） 

 

58.3%

72.0%

19.4%

12.9%

12.6%

8.6%

4.3%

7.8%

2.2%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所
（n=103）

病院
（n=93）

先発医薬品から後発医薬品への
変更不可とすることが多い

後発医薬品について他銘柄の後発医薬品への
変更不可とすることが多い

先発医薬品･後発医薬品の区別なく
変更不可とすることが多い

その他

無回答

 

 
 

 


